
 

同じ認可を受けた保育所であっても、経営主体によって、そのサービス内容

は大きく異なっている。例えば、障害児保育を除く、その他の様々な種類の保

育実施率は、私営がすべて公営を上回っている。 
 

一部の地方公共団体では公設民営化の動きがあるが、平成18年の私営は363

箇所と公立全体に占める割合はわずか３％に過ぎず、公立保育所のほとんどは

依然公営である。また、私立の認可保育所の内訳では、社会福祉法人による経

営が９割と圧倒的に多く、平成18年までの５年間で約1,300箇所も増えている。

一方、多様な利用者ニーズに応えるサービスの提供者として期待される株式会

社やＮＰＯを含む「その他法人」が経営する比率は、平成18年で５％にとどま

っており、保育所事業への参入が進んでいないことがわかる。 

 

地方公共団体が公立保育所の民営化を進める際、国の規制がないにもかかわ

らず、移管先を社会福祉法人に限定するケースが多いため、株式会社立となる

事例はごく稀である。また、現在、私立保育所への施設整備交付金は、社会福

祉法人立の保育所に限られており、株式会社、ＮＰＯ法人は補助対象外である。

社会福祉法人が半「官」的な存在とすると、実質的な官民のイコールフッティ

ングがはかられていないと言える。さらには、保育所運営では株式会社であっ

ても社会福祉法人会計が求められており、株主への配当が制限されるなど、参

入の大きな障害となっている。 

そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す

環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早急に取り除くべきである。

具体的には、 

○施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する 

○株式会社には企業会計の適用を認める 

○民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団

体への指導を徹底する 

等の対策が必要である。なお、１点目については、憲法89条の解釈問題が背景

にあるものの、介護保険など、既に直接補助を行っている例に照らせば、直接

補助を行うことによりほぼ解決できると考える。 

27


